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を
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号
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（
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議
院
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付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
の
負
担
の
軽
減
及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
た
取
組
の
推
進
を
図

る
た
め
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
免
除
等
の
措
置
並
び
に
個
人
住
民
税
及
び
不
動
産
取
得
税
に
係
る
特
例
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

１

東
日
本
大
震
災
に
係
る
津
波
に
よ
り
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
家
屋
が
滅
失
・
損
壊
し
、
又
は
土
地
に
つ
い

て
従
前
の
使
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
区
域
と
し
て
市
町
村
長
が
指
定
し
た
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
及
び
家
屋
に
対
し
て

は
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
課
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
土
地
及
び
家
屋
と
し
て
市
町
村
長
が
指
定
し
て
公

示
し
た
も
の
を
除
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
措
置
を
講
ず

る
。

２

警
戒
区
域
設
定
指
示
等
の
対
象
と
な
っ
た
区
域
の
う
ち
、
住
民
の
退
去
又
は
避
難
の
実
施
状
況
そ
の
他
当
該
区
域
内
の

状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
市
町
村
長
が
指
定
し
た
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
及
び
家
屋
に
対
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
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度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

二
、
個
人
住
民
税

所
有
す
る
居
住
用
家
屋
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
が
、
住
宅
の
再
取
得

等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
所
得
税
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
た
と
き
は
、

現
行
の
個
人
住
民
税
に
お
け
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象
と
す
る
。

三
、
不
動
産
取
得
税

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
耕
作
又
は
養
畜
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
農
用
地
や
警
戒
区
域
設
定
指
示
の
対
象
と

な
っ
た
区
域
内
に
所
在
す
る
農
用
地
の
所
有
者
等
が
こ
れ
に
代
わ
る
農
用
地
を
取
得
し
た
場
合
に
、
当
該
被
災
農
用
地
又
は

警
戒
区
域
内
農
用
地
の
面
積
相
当
分
に
つ
い
て
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
よ
う
に
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


